
令和８年度 建設業労働災害防⽌対策実施事項
Ⅰ　趣　　旨
　本年度４年目となる第９次建設業労働災害防止５か年計画（以下「第９次計画」という。）の目標
達成に向けて、建設業労働災害防止協会（以下「協会」という。）会員及び協会が取り組むべき労働
災害防止のための具体的な措置を取りまとめた令和８年度建設業労働災害防止対策実施事項（以下
「実施事項」という。）を策定した。
　防災・減災対策や社会インフラ整備など社会経済の基盤整備を担う建設業に携わる方々が、安全
で安心して働けるよう、実施事項に取りまとめた安全衛生活動を積極的に取り組むこととする。
　会員各位は、本実施事項に基づき、経営トップの明確な安全衛生方針のもと、各企業の実態に即
した安全衛生計画を策定し、実効ある安全衛生活動を積極的に推進することとする。

Ⅱ　基本方針
　会員及び協会は、国の「第 14 次労働災害防止計画」を踏まえ策定した「第 ９ 次計画」及び「建
設業労働災害防止規程」（以下「災防規程」という。）に基づき、次の基本方針を定め、自主的な
安全衛生活動を推進する。
　⑴　第９次計画の周知徹底
　⑵　災防規程の遵守
　⑶　安全衛生管理体制の確立
　⑷　リスクアセスメントの確実な実施の促進
　⑸　建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス）の導入促進
　⑹　高年齢作業者の労働災害防止対策の推進
　⑺　重篤度の高い労働災害を減少させるための重点対策の推進
　　①　墜落・転落災害防止対策
　　②　建設機械・クレーン等災害防止対策
　　③　斜面崩壊災害防止対策
　　④　交通労働災害防止対策
　　⑤　化学物質による健康障害防止対策
　　⑥　石綿障害予防対策
　　⑦　熱中症予防対策
　⑻　安全衛生教育の推進
　⑼　作業者の健康確保対策の推進
　⑽　中小専門工事業者の安全衛生支援活動の推進　
　⑾　自然災害に係る復旧・復興工事等における安全衛生対策の推進　
　⑿　一人親方など（個人事業者等）の安全衛生管理の推進
　⒀　全国大会等、集合形式の安全衛生活動の推進
　⒁　労働安全衛生関係情報の共有化の促進
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Ⅲ　会員が実施する重点実施事項
　Ⅱに掲げる基本方針のもと、次の事項を重点として、それぞれの実情に即した自社の労働災害防止計
画を定め、自主的な安全衛生活動を推進する。

　１．第９次計画の周知徹底

　２．災防規程の遵守

　３．安全衛生管理体制の確立
　　⑴　店社及び作業所の安全衛生管理体制の確立を図る。
　　⑵　店社及び作業所の年度（年間）安全衛生計画を策定し、推進する。
　　⑶　店社における作業所の安全指導、支援体制を確立する。
　　⑷　設計段階、計画段階における安全性の確保及び施工計画等の事前審査体制を確立する。
　　⑸　中小規模作業所における個人事業者等を含めた統括安全衛生管理体制を確立する。
　　⑹　作業所において「職長会」を組織する等、事業者の自主的な安全衛生活動を支援する。

　４．リスクアセスメントの確実な実施
　　⑴�　「リスクアセスメント建設業版マニュアル」に基づいて事業場内の体制を整備し、設計段階、

計画段階等においてリスクアセスメントを確実に実施する。特に、墜落・転落の危険性のある作
業については、リスクアセスメントを確実に実施し、危険有害要因を除去又は低減する。

　　⑵�　リスクアセスメント実施に必要な機械等の仕様書、災害事例等の情報を入手し、その結果を作
業計画・作業手順書、安全工程打合せに反映し、その実施を確認する。

　　⑶�　化学物質を取り扱う作業においては、リスクアセスメント実施の義務対象物質はもちろん、リ
スクアセスメント実施の義務対象になっていない化学物質などについても危険性又は有害性が把
握されている場合は、必要な情報（SDS等）を入手してリスクアセスメントを実施する。

　　⑷　リスクアセスメントを実施する能力を有する作業者を養成する。
　　⑸　リスク低減措置を実施するための安全衛生経費の確保に努める。

　５．建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス）の導入等
　　⑴�　建設企業の安全衛生管理水準の向上を図るため、コスモスガイドラインに基づくマネジメント

システム（仕組み）の導入に努める。
　　⑵�　コスモス認定企業においては、経営トップ等と作業者が一体となってマネジメントシステムの

実施・定着を図るため、システム構築担当者及びシステム監査者の能力向上、関係作業者に対す
るマネジメントシステムの理解促進など、コスモスガイドラインの教育等の機会を設けるよう努
める。また、適切な内部監査を実施し、必要に応じて改善するなどによりスパイラルアップを図る。

　６．高年齢作業者の労働災害防止対策の実施
　　⑴�　「エイジフレンドリー指針」に基づき、高年齢作業者の就労状況等を踏まえた安全衛生管理体

制の確立、職場環境改善等の取組を進める。
　　⑵�　加齢による運動機能の低下などにより、高年齢作業者の転倒のリスクが高くなることから、「作

業通路の段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消」、「危険箇所の表示等、危険の「見える化」の実施」、
「４S 活動（整理 ･ 整頓 ･ 清掃 ･ 清潔）等の徹底による作業床や通路等の安全確保、照度の確保」
など転倒災害防止対策を進める。

　７．重篤度の高い労働災害を減少させるための重点対策の実施
　　⑴　三大災害絶滅のための共通対策
　　　①　設計段階、計画段階等におけるリスクアセスメントの確実な実施
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　　　②　①による危険な作業の廃止、より安全な作業方法への変更
　　　③　より安全な機材の使用
　　　④　安全点検の確実な実施
　　　⑤　現場の実態に即した作業手順の確立と遵守
　　　⑥　表示等による注意喚起（危険の見える化等の推進）
　　　⑦　作業に即した安全衛生教育の充実
　　　⑧　危険予知活動のマンネリ化の防止
　　　⑨　安全衛生保護具の着用と正しい使用
　　⑵　墜落・転落災害防止対策
　　　①　リスクアセスメントの実施
　　　　�　墜落・転落災害は、従前より、各種災害防止対策を実施しているにも関わらず、建設業にお

ける死亡災害に占める割合が依然として高いことから、設計段階、計画段階等においてリスク
アセスメントを実施し、高所での作業を必要としない又は高所での作業が少なくて済む工法や
作業方法を採用するなど、危険有害要因を低減する。

　　　②　様々な場所からの墜落・転落災害防止対策及び安全帯使用の徹底
　　　　ア�　高さが２ｍ以上の箇所で、墜落・転落により作業者に危険を及ぼすおそれのある場合は、

作業床の設置、作業床の端及び開口部等に囲い、手すり、覆い等を設ける。これらの設置が
困難な場合は、安全帯取付設備（安全帯を安全に取り付けるための設備をいう。以下同じ。）
を設置し、防網を張り、作業者に安全帯を使用させるなど、作業者の危険を防止するための
措置を講ずる。

　　　　イ�　高さが５ｍを超える箇所で作業を行わせる場合は、墜落時に胴ベルト型と比較して身体へ
の衝撃が少ないフルハーネス型の安全帯を使用させる。この場合、フルハーネス型・胴ベル
ト型いずれの安全帯においても構造規格に適合したものを使用し、使用に当たっては使用前
点検を実施する。併せて、フックの掛け替え時には、二丁掛け安全帯を確実に使用させる。
フルハーネス型安全帯の使用に当たって必要となる「フルハーネス型安全帯使用作業特別教
育」の確実な受講を推進する。

　　　　ウ�　足場の組立て等の作業を行う場合は、｢手すり先行工法等に関するガイドライン｣ に基づく
措置を適切に講ずるとともに、足場の設置幅が１m 以上ある場合は、本足場を設置する。設
置幅が １m 未満であっても、可能な限り本足場を使用する。

　　　　　※本実施事項では、「墜落制止用器具」を「安全帯」と表記します。
　　　③　墜落・転落災害撲滅キャンペーンへの取組
　　　　�　第９次計画中の８月１日から９月 10 日までの期間を「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」

として、足場からの墜落・転落災害の撲滅に向けて重点的に取り組む。
　　⑶　建設機械・クレーン等による災害防止対策
　　　①　各建設機械の種類ごとの安全対策の充実
　　　②�　センサー機能による危険感知システムや転倒時等における運転者の保護構造（ROPS 等）の

採用等、建設機械・クレーン等の本質安全化の推進
　　　③　周辺作業者への危険体感教育等（運転席での死角の確認等）の実施
　　　④　運転席でのシートベルトの完全着用
　　　⑤　作業指揮者や誘導者の適切な配置
　　⑷　斜面崩壊災害防止対策
　　　①　小規模掘削工事での「土止め先行工法に関するガイドライン」に基づく対策の実施
　　　②�　斜面の掘削工事での「斜面掘削工事における土砂崩壊による労働災害の防止対策に関するガ

イドライン」、「斜面の点検者に対する安全教育実施要領の策定について」に基づく対策の実施
　　⑸　交通労働災害防止対策
　　　①　運転者に対する交通安全教育、長時間継続した運転の禁止等の交通安全管理の実施
　　　②�　事業場と現場の車両移動時及び作業終了後の運転者の休養等、疲労軽減への配慮や交通ハ

ザードマップ等による危険情報の共有
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　　　③�　工事用車両等の運行について、事前の運行経路の選定、現場内での速度制限、安全標識の設置、
誘導者の配置等の計画的な実施

　　　④　路上待機を原因とする交通事故の発生防止
　　⑹　化学物質による健康障害防止対策
　　　�　前記４．（３）のリスクアセスメントは、協会ホームページ等を参考に行い、その結果を作業

者と共有する。
　　　　特殊健康診断、医師の判断に応じたリスクアセスメント対象物健康診断を実施する。
　　⑺　石綿障害予防対策
　　　①�　建築物等の解体又は改修の作業における、有資格者による解体物の石綿使用の有無に対する

事前調査の確実な実施
　　　②�　工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事における有資格者による事前調査の確実な実施

（令和８年１月着工の工事から）
　　　③�　調査結果に基づき石綿使用が確認された場合、「労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の

指針」、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等にお
ける業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針（令和２年９月８日改訂）」及び「建
築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年
３月厚生労働省、環境省）」に基づいた対策の確実な実施

　　　④　石綿等を取り扱う作業における、石綿作業主任者の選任とその直接指揮
　　　⑤　石綿等の含有レベルに適合した電動ファン付呼吸用保護具や保護衣等の使用
　　　⑥　周辺住民への石綿ばく露防止のための適切な作業方法の遵守
　　　⑦　上記等の対策について発注者にも理解を求め、必要な安全衛生経費を計上
　　⑻　熱中症予防対策
　　　�　建設工事現場で熱中症が多発していることから、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見す

るための体制の整備等、改正労働安全衛生規則（令和７年６月１日施行）の遵守、厚生労働省の「職
場における熱中症予防基本対策要綱」、「STOP！熱中症　クールワークキャンペーン」などを参
考に熱中症予防対策を徹底する。

　８．安全衛生教育の徹底
　　⑴�　店社を含めた各種管理者、職長等の業務又は作業レベルに合わせたリスクアセスメント教育を

確実に実施する。
　　⑵　職長・安全衛生責任者や作業主任者等に対する能力向上教育を推進する。
　　⑶�　建設業における労働災害による死亡者の多くが、新規入場から１週間以内であることから「雇

入れ時教育」、「送り出し教育」、「新規入場者教育」の確実な実施と充実を図る。
　　⑷�　各支部が実施する技能講習や特別教育、建設従事者教育等を積極的に受講させ、施工時の技能

と安全衛生意識を兼ね備えた人材を育成する。

　９．作業者の健康確保対策の徹底
　　⑴�　長時間にわたる過重労働を排除するため、時間外労働・休日労働の削減、週休二日制の導入、

年次有給休暇の取得促進に努める。
　　⑵�　長時間労働による疲労が認められる作業者に対しては、産業医等の医師による面接指導の徹底

を図る。
　　⑶�　職場におけるメンタルヘルス相談体制の整備を図り、担当者の配置や専門機関の有効な活用を

図る。
　　⑷　法定の各種健康診断を確実に実施し、その結果に基づいて就業上の措置の徹底を図る。
　　⑸�　建設工事現場において「建災防方式健康 KY」により、心身の健康状態の把握と、不調を認め

た場合は、必要な措置を講じる。
　　⑹　事業者の行うストレスチェック制度によるメンタルヘルス対策と職場環境改善の実施
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　10．職業性疾病の予防対策の徹底
　　⑴�　腰痛予防対策については、「腰痛予防対策指針」に基づく対策の徹底を図るとともに、労働衛

生教育、腰痛予防体操等を推進する。
　　⑵�　酸素欠乏症等の予防対策については、酸素欠乏症及び硫化水素中毒の危険性又は有害性等に対

する教育をはじめ、作業主任者の配置、特別教育受講者による作業の実施、作業場所の酸素濃度
等の測定、十分な換気の実施等、「見えない危険」に対する予防措置を確実に行う。

　　⑶�　一酸化炭素による中毒の予防対策については、「建設業における一酸化炭素中毒予防のための
ガイドライン」により、濃度測定及びその結果に基づく換気等の対策の徹底を図る。

　　⑷�　振動・騒音障害の予防対策については、「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振
動障害予防対策指針」及び「騒音障害防止のためのガイドライン」等に基づいて、労働衛生管理
の徹底を図る。振動障害予防については、低振動工具の選定や振動ばく露時間の抑制、防振手袋
の使用等を、騒音障害予防については、騒音の少ない工法の選定や適切な聴覚保護具（耳栓等）
を使用する。

　　⑸�　金属アーク溶接作業、金属等の研磨作業、はつり・解体作業に係る粉じん障害防止対策につい
て、「第 10次粉じん障害防止総合対策」を推進する。トンネル建設工事等の作業従事者の粉じん
障害防止対策についても、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」及び「ず
い道等建設工事における換気技術指針」（協会発行）に基づき、粉じんばく露の低減を図るとと
もに、防じん機能を有する電動ファン付呼吸用保護具の使用の励行と特殊健康診断の実施の徹底
を図る。

　　⑹�　金属アーク溶接等作業においては、特定化学物質作業主任者（又は金属アーク溶接等作業主任
者）を選任し、直接指揮のもとで作業を行う。

　　⑺�　ずい道等建設工事を施工する事業場においては、ずい道等建設工事に従事する作業者の健康確
保対策の充実を図るため、協会が運営する「ずい道等建設労働者健康情報管理システム」に、健
康診断情報や作業従事歴等を積極的に登録する。

　11．快適な職場環境の形成
　　⑴�　建設現場における働きやすい快適な職場環境の形成のため、施工計画段階から職場の快適化施

策を盛り込み、実践する。特に中小規模の工事現場における職場の快適化を推進する。
　　⑵�　転倒災害や腰痛が増加する高年齢作業者や女性作業者の増加に配慮した快適職場の確立、作業

環境と作業方法の改善及び疲労回復支援施設や職場生活支援施設の配備等の充実を図る。
　　⑶�　受動喫煙防止対策として、受動喫煙の健康への有害性に関する理解を深めるための教育啓発の

ほか、事務室・休憩所等での禁煙又は空間分煙等の導入など、受動喫煙防止対策の徹底を図る。

　12．一人親方など（個人事業者等）の安全衛生管理の推進
　　⑴　安全衛生経費の確保等、関係請負人が安全で衛生的な作業を遂行するための配慮
　　⑵　一人親方である関係請負人が実施する健康診断等の健康管理に対する指導・支援
　　⑶　その他関係請負人が上記１から 11の事項を円滑に実施するための指導・支援
　　　※�なお、安全衛生上の必要な指示を個人事業者等に行うことについて、偽装請負と判断されるこ

とはなく、問題ないとされている。

　13．安全衛生推進大会等、集合形式による安全衛生活動の実施
　　�　安全衛生推進大会等の開催、元請又は協力会、各安全衛生団体が主催する安全衛生推進大会等へ
の積極的な参加により、安全衛生意識の高揚を図る。　

　　⑴　各建設企業における安全衛生推進大会等の開催
　　⑵　協会本部及び関係支部が主催する全国建設業労働災害防止大会への積極的な参加
　　⑶　協会支部・分会等が主催する労働災害防止大会等への積極的な参加
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